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「（仮称）全県自立支援協議会キャラバン」の実施について（素案）１．目 的・県障害保健福祉施策について、市町村に対する透明性の一層の向上を図る。・地域自立支援協議会の目的や課題について、情報共有を図る。・本人や障害児の保護者のニーズを中心に、行政だけでなく関係機関のネットワーク支援（地域ケアシステムづくり）の意識づけを図る。・県自立支援協議会の実施状況及び県の障害福祉施策の周知を図る。２．方 法運営委員会において開催時期を含む企画・立案市町村職員の参加は必須 その他の参加者（相談支援担当者など）は、その圏域における企画に従う。（例）・地域自立支援協議会の定例会等に、運営委員会等が参加・県自立支援協議会が出張し、地域自立支援協議会と合同して開催・ケア会議、相談支援事業者連絡会議に参加など３．留意事項全ての市町村職員の参加が必須 漏れの無いよう対応なるべく圏域内のどこか一箇所に集まっていただけるよう企画


